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研究ノート

は
じ
め
に

議
会
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
集
会
す
る
か
は
、

あ
る
意
味
で
政
治
過
程
に
お
け
る
議
会
の
役
割
な
り
地
位
を
左
右
す
る
問

題
で
あ
る
。
「
議
会
の
作
業
量
は
、
議
会
を
し
て
『
時
間
』
の
問
題
に
直
面

さ
せ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
議
会
が
活
動
能
力
を
も
っ
期
聞
を
意
味
す
る
寸
会

期
制
」
の
問
題
が
き
わ
め
て
重
要
な
所
以
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

従
来
こ
の
分
野
に
関
す
る
研
究
が
十
分
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
思
わ
れ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
会
期
制
の
問
題
は
、
最
近
政
治
学
者

の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
時
間
L

を
野
党
の
抵
抗
を

可
能
に
す
る
資
源
の
中
で
最
大
の
も
の
と
と
ら
え
た
う
え
で
、
会
期
制
を

こ
の
「
時
間
」
に
対
す
る
制
約
手
段
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

野
党
の
影
響
力
や
抵
抗
力
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
憲
法
研
究
者
も
こ
の
よ
う
な
政
治
学

に
お
け
る
議
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
新
た
な
視
点
で
会
期
制
の
問
題
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
ま
ず
第
一
に
、
会
期

制
に
つ
い
て
比
較
法
的
な
視
野
で
類
型
論
的
に
考
察
し
、
次
に
、
そ
の
比

較
法
的
な
考
察
を
前
提
と
し
て
、
わ
が
国
の
会
期
制
の
制
度
的
お
よ
び
機

{
3
)
 

能
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

(
1
)
』
円
〉
句
。
問
、
H
，H
W

2

冨・
1
]
、
H
，C
F〉
河
口
唱
「
巾
仏
円
。
一
昨
日
】
同
門
'

-巾

5
2
S町
巾
噂

H
V

・C-司

-
w
E
g・
u-
主
・
こ
の
本
で
は
、
「
時
間
の
組

織
化
l

の
タ
イ
ト
ル
の
下
に
会
期
制
と
議
事
日
程
と
が
扱
わ
れ
て
い

マ
令
。

(2)
例
え
ば
、
岩
井
奉
信
『
立
法
過
程
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
八
)
三
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
日
本
の
国
会
に
お
け
る
「
可

処
分
時
間
」
の
制
度
的
制
約
と
し
て
は
、
会
期
制
の
ほ
か
に
二
院
制

と
委
員
会
制
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
3
)
な
お
、
本
稿
は
、
一
九
八
七
年
二
一
月
一
四
日
に
パ
リ
第
二
大
学

の
J
・
カ
ダ

l
ル
教
授
の
議
会
法
に
関
す
る
ゼ
ミ
で
の
報
告
に
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
仏
文
の
原
稿
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
学

法
学
論
叢
』
四
三
号
(
一
九
八
九
)
一
頁
以
下
参
照
。

院

会
期
制
の
類
型
的
考
察

ω会
期
制
の
諸
態
様

会
期
の
あ
り
ょ
う
、
す
な
わ
ち
議
会
が
活
動
す
る
期
間
の
あ
り
方
・
定

め
方
に
は
ど
の
よ
う
な
態
様
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
三
つ

北法40(5-6・1'576)1718 



会期制研究序説(1)

の
タ
イ
プ
に
区
分
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
は
、
「
君

主
主
義
的
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
集
会
の
回
数
や
期
間
の
決
定
が
執
行
府

の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
任
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
議
会
の
活
動
が
制
限
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
こ
れ
に
反
し
集
会
期
聞
が
議
会
の

自
由
な
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
の
自
律
性
が
保
障
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
第
三
の
タ
イ
プ
は
、
こ
れ
ら
1

君
主
主

義
的
」
な
も
の
と
「
共
和
主
義
的
」
な
も
の
と
を
調
和
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

a

執
行
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
会
期
制
(
}
巾
凹
百
円
借
B
m
号凶

mg-

氏
。

5
2
u
&
g
u白
円
]
吋
同
市

2
丘
町
)
こ
の
制
度
は
君
主
制
的
政
治
形
態

に
起
源
を
有
し
、
そ
の
意
味
で
最
も
古
典
的
な
会
期
の
あ
り
方
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
当
初
の
議
会
は
、
君
主
が
課
税
問
題
な
ど
に
つ
い
て
承
認
を

求
め
る
た
め
に
召
集
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
議
会
の
開
会
と
閉
会
は

君
主
ま
た
は
国
家
元
首
の
特
権
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
今
日
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
実
質
的
な
意
味
に
お
い
て
採
用
し

て
い
る
国
は
、
少
な
く
と
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
理
論
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
議
会
の
召
集
は
常
に
国
王
に
帰
属
す
る
行
為
と
さ
れ

て
き
た
。
国
王
に
対
す
る
法
文
上
の
制
約
は
、
前
の
議
会
の
解
散
後
三
年

以
内
に
新
た
な
議
会
を
百
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
必
要
性
と
議
会
制
民
主
主
義
の
進
展
が
こ
の
制

度
の
あ
り
方
を
変
え
た
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、
予
算
を
議
決
し
、
常
備
軍

を
維
持
す
る
許
可
を
毎
年
得
る
こ
と
の
必
要
性
が
議
会
を
定
期
的
に
召
集

す
る
慣
行
を
成
立
せ
し
め
、
他
方
で
、
議
会
制
民
主
主
義
の
発
達
ま
た
は

議
院
内
閣
制
の
確
立
は
国
王
の
大
権
を
形
式
的
な
も
の
と
し
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
会
期
は
、
通
常
、
一
一
月
初
め
に

召
集
さ
れ
、
翌
年
の
一

O
月
末
に
閉
会
さ
れ
る
ま
で
ほ
ぼ
一
年
間
継
続
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
は
通
年
会
期
制
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
い

え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
会
期
の
召
集
お
よ
び
閉
会
は
依
然
と
し
て

国
王
の
大
権
に
属
す
る
が
、
今
日
こ
の
大
権
は
首
相
の
助
言
に
基
づ
い
て

行
使
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
実
際
に
会
期
の
期
間
を
規
律
す
る
の
は
内
閣

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
議
会
の
各
会
期
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を

構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
会
の
権
限
が
対
国
王
と
の

関
係
で
、
そ
の
審
議
対
象
の
点
で
も
ま
た
審
議
期
間
の
点
で
も
制
限
さ
れ

て
い
た
頃
の
名
残
で
あ
説
。
つ
ま
り
、
当
時
は
、
国
王
は
、
必
要
と
思
う

と
き
に
、
必
要
な
期
間
だ
け
議
会
を
百
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
会
期
の
と
ら
え
方
の
下
で
は
、
一
つ
の
会
期
に
お
い

て
最
終
的
に
議
決
さ
れ
な
か
っ
た
法
案
に
つ
い
て
、
次
の
会
期
に
お
い
て

立
法
過
程
の
同
じ
時
点
か
ら
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
許
さ
れ
な
い
と

北法40(5-6・1.577)1719
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い
う
こ
と
に
な
る
。
全
く
最
初
か
ら
や
り
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
会
期
不
継
続
の
原
別
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
に
起
源

を
有
す
る
こ
の
会
期
不
継
続
の
原
則
は
、
そ
の
後
一
九
世
紀
を
通
じ
て
議

会
制
の
普
及
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
へ
と
伝
播
し
、
わ
が
国
で
も
後

に
み
る
よ
う
に
明
治
憲
法
の
下
で
の
議
会
制
の
導
入
と
一
緒
に
採
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
現
在
で
も
な
お
こ
の
原
則
を
維
持
し
て
い
る

の
は
、
主
要
国
の
中
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
わ
が
国
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

寸
万
年
」
議
会
制
(
]
巾
印
百
円
即
日
巾
号

S
U
R
B
E
2
2
門
日

2

2
8
B
Z宮
田
)
こ
の
制
度
は
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
が
執
行
府
の
制
約
な
し
に
集
会
し
か
っ
活
動
す

る
権
能
を
有
す
る
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

議
会
が
恒
常
的
に
あ
る
い
は
休
み
な
し
に
活
動
す
る
必
要
は
な
い
し
、
ま

た
現
実
的
に
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
議
会
の
任
期
の
全

期
間
に
わ
た
っ
て
、
自
ら
の
決
定
に
よ
り
い
つ
で
も
集
会
し
、
自
己
の
権

限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
議
会
の
あ
り
ょ
う
を
、
万
年
議
会
制
と
い

う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
万
年
議
会
制
に
お
い
て
は
、
厳
密
な
意
味

で
の
会
期
制
は
問
題
と
な
ら
ず
、
議
員
の
任
期
に
ほ
か
な
ら
な
い
「
議
会

期
」
「
立
法
期
L

「
選
挙
期
」
が
議
会
の
活
動
の
基
本
単
位
と
な
る
。
選
挙

が
実
施
さ
れ
た
後
の
議
会
に
、
前
議
会
の
活
動
は
継
続
し
な
い
と
さ
れ
る

b の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
万
年
議
会
制
に
つ
い
て
は
、
長
所
と
短
所
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
長
所
と
し
て
は
、
第
一
に
執
行
府
に
対
す
る
議
会

の
独
立
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
自
ら
の
仕
事
を
達
成
す
る
の

に
必
要
な
時
間
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
の

仕
事
の
質
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
短

所
で
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
中
で
最
大
の
も
の
は
、
議
会
の
間

断
な
い
関
与
に
よ
っ
て
政
府
の
活
動
が
麻
癒
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
政
府
が
常
に
議
会
の
活
動
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

効
果
的
に
統
治
活
動
を
行
う
時
聞
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
可
能
性

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
わ
が
国
の
よ
う
に
、
内
閣
の
構
成
員
が

か
な
り
の
頻
度
で
議
会
の
委
員
会
審
議
に
出
席
す
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の

可
能
性
は
益
々
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
会
期
の
長
期
化
、

よ
り
一
般
的
に
は
議
会
の
活
動
期
間
を
長
期
化
す
る
方
向
で
の
改
革
を
考

え
る
場
合
に
は
、
こ
の
あ
た
り
を
慎
重
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ

》つ。
万
年
議
会
制
を
採
っ
て
い
る
最
も
代
表
的
な
国
は
、
西
ド
イ
ツ
(
ド
イ

ツ
連
邦
共
和
国
)
で
あ
る
。
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
以
来
「
会
期
制
の
概
念

は
、
ド
イ
ツ
憲
法
(
理
論
)
か
ら
消
失
し
た
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に

は
議
会
期
の
み
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
議
会
に
自
律
的
な
開
会
、
閉
会

の
権
限
を
与
え
て
い
た
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
の
下
で
、
議
会
は
議
会
期
中
一

北法40(5-6・ト578)1720



会期制研究序説(1)

度
も
閉
会
せ
ず
存
続
し
続
け
た
。
そ
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
も
こ
の
慣
行

が
維
持
さ
れ
、
ボ
ン
基
本
法
に
は
会
期
制
を
定
め
た
規
定
は
な
く
、
連
邦

議
会
は
法
的
に
は
い
つ
で
も
集
会
し
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
基
本
法
は
、
招
集
等
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い

る
。
「
連
邦
議
会
は
、
遅
く
と
も
選
挙
後
三

O
日
自
に
集
会
す
る
」
(
基
本

法
三
九
条
一
項
)
。
そ
れ
を
招
集
す
る
の
は
、
前
議
会
の
議
長
で
あ
る
(
議

事
規
則
一
条
)
。
そ
の
後
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
会
議
の
招
集
は
新
た
に
選

挙
さ
れ
た
議
長
の
権
限
で
あ
る
が
、
連
邦
議
会
議
員
の
三
分
の
一
、
連
邦

大
統
領
ま
た
は
連
邦
政
府
の
要
求
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
連
邦
議
会
の

会
議
を
招
集
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
(
基
本
、
法
三
九
条
三
項
)
。
ま
た
、
連

邦
議
会
は
、
自
ら
会
議
の
終
了
や
再
開
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
基
本

法
三
九
条
三
項
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
西
ド
イ
ツ
で
は
、
議
会
に
対
し
時

間
の
利
胤
に
関
す
る
広
範
な
自
律
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
連
邦
議
会
は
、
実
際
に
は
、
長
老
会

(
E
5
5
2
)
叫
申
し
合

わ
せ
に
よ
っ
て
、
各
年
毎
に
三
週
間
(
二
週
間
活
動
し
、
一
週
間
休
む
)

ま
た
は
四
週
間
(
二
週
間
活
動
し
、
二
週
間
休
む
)
の
サ
イ
ク
ル
で
活
動

し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
万
年
議
会
制
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
間
違
っ
て
理
解
さ
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
通
年
会

期
制
L
(
g
a
m丹
市
ヨ
巾
母
印
印
巾
印
田
一
o
ロ
印
白
ロ
ロ
己
巾
]
]
巾
印
)
と
の
混
同
で
あ
る
。

通
年
会
期
制
と
は
、
会
期
の
終
了
が
次
の
会
期
の
開
始
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
例
え
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
議
会
(
明
o-W2zm)

の
会
期
は
毎
年
一

O
月
の
第
一
火
曜
日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
一

O
月
の
第

一
火
曜
日
ま
で
継
続
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に

は
形
式
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
時
間
の
区
切
り
、
す
な
わ
ち
会
期
が
存
在
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
議
会
期
の
み
が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会

期
制
の
観
念
が
成
立
し
え
な
い
万
年
議
会
制
と
は
概
念
上
重
要
な
点
で
違

い
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

C

折
衷
的
制
度
(
]
巾
凹
苫
丹
市

g
m
E
B巳
2)

先
に
少
し
く
検
討
し

た
二
つ
の
態
様
の
聞
に
は
、
数
多
く
の
定
式
が
あ
り
う
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
は
、
い
ず
れ
も
相
反
す
る
二
つ
の
価
値
、
す
な
わ
ち
議
会
の
自
律
性
と

政
府
活
動
の
効
率
性
と
の
均
衡
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
の
は
、
憲
法
典

の
中
に
会
期
に
関
す
る
条
項
を
組
み
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
実

際
、
憲
法
が
会
期
の
開
会
日
や
期
間
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
。
第
五
共
和
制
憲
法
の
下
で
の
フ
ラ
ン
ス
が
ま
さ
に
そ
う
で

あ
る
。第
三
・
第
四
共
和
制
期
の
議
会
万
能
制
に
お
い
て
は
、
政
府
は
絶
え
ず

議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
事
実
上
、
万
年
議
会
制

に
近
い
状
態
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
会
の
寸
く
び
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き
」
か
ら
あ
る
意
味
で
政
府
を
解
放
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
第
五
共
和
制

憲
法
の
制
定
目
的
で
も
あ
っ
た
。
な
お
、
議
会
制
の
制
度
化
に
あ
た
り
前

提
と
さ
れ
た
の
は
、
「
合
理
化
さ
れ
た
議
会
(
議
院
)
制
」
の
観
念
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
合
理
化
さ
れ
た
議
会
(
議
院
)
制
の
柱
の
一
つ
と
な
っ

て
い
た
の
が
、
「
厳
格
な
会
期
制
」
の
理
念
で
あ
る
。
憲
法
は
、
会
期
に
つ

い
て
議
会
が
自
主
的
に
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
自
ら
が
定
め
る
と

い
う
態
度
を
取
っ
た
。
年
二
回
の
常
会
が
法
定
さ
れ
、
第
一
会
期
は
主
と

し
て
予
算
審
議
の
た
め
に
一

O
月
二
日
か
ら
八

0
日
間
、
第
二
会
期
は
四

月
二
日
か
ら
九

0
日
間
を
超
え
な
い
期
間
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(
憲
法
二

八
条
)
。
第
二
会
期
は
立
法
審
議
に
あ
て
ら
れ
る
。
ま
た
、
憲
法
は
、
臨
時

会
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
(
憲
法
二
九
条
)
。
す
な
わ
ち
、
首
相
ま
た
は

国
民
議
会
の
過
半
数
の
議
員
の
要
求
に
基
づ
き
、
特
定
の
議
事
日
程
に
関

し
て
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
議
員
の
要
求
で
聞
か
れ
た
と
き
は
議
事
日
程

終
了
後
、
遅
く
と
も
一
二
日
以
内
に
閉
会
し
、
新
た
な
臨
時
会
に
つ
い
て

は
、
首
相
の
み
が
前
の
臨
時
会
の
閉
会
が
宣
せ
ら
れ
た
と
き
か
ら
一
カ
月

以
内
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
期
に
つ
い
て
議
会
が
自
主
的
に
決

定
し
う
る
余
地
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
場
合
に
は
あ
ま
り
に
も
「
議
会
の
自
律
性
」
の
要
素
が
強
す
ぎ
た
の
で
、

そ
れ
を
寸
政
府
の
効
率
性
」
の
方
に
シ
フ
ト
さ
せ
る
た
め
に
「
厳
格
な
会

期
制
」
が
定
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

比
較
法
的
に
み
た
場
合
、
こ
の
折
衷
的
制
度
が
今
日
最
も
多
く
使
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ω会
期
制
の
諸
類
型

こ
こ
で
は
、
会
期
制
を
常
会
と
臨
時
会
の
二
つ
に
大
別
し
、
順
次
検
討

す
る
こ
と
に
す
る
。

常
会

S
a
m
-
8
2佳
口
出
目
黒
川
)
議
会
が
毎
年
自
己
の
職
務
を
果
た

す
た
め
に
集
会
す
る
期
間
を
、
普
通
、
常
会
と
い
う
。
常
会
に
関
し
て
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
の
数
と
長
き
で
あ
る
。

数
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
わ
が
国
の
場
合
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
年
一

回
常
会
を
聞
く
と
い
う
国
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
常
会
を
複
数
回
に
分
け

て
開
催
す
る
国
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
先
に
見
た
フ
ラ
ン

ス
の
よ
う
に
常
会
を
二
回
に
分
砂
て
聞
く
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
時

と
し
て
三
回
以
上
に
分
け
て
開
催
す
る
国
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ス
イ

ス
で
は
常
会
が
四
回
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
複

数
回
の
A
吊
会
が
設
置
さ
れ
る
背
景
に
は
、
会
期
制
の
合
理
化
と
い
う
理
念

が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
期
と
実
際
上
審
議
が
行

わ
れ
る
期
間
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
次
に
、
常
会

の
長
さ
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
「
長
期
化
傾
向
は
、
日
本
を
含
め
て
西
欧
諸
国
の
議
会
に
共
通

a 
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し
て
み
ら
れ
る
現
象
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
国
家
の
あ

り
ょ
う
の
福
祉
国
家
化
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
行
政
の
複
雑
化
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
議
会
の
重
要
な
役
割

の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
複
雑
化
し
た
行
政
機
能
を
適
切
に
監
督
す
る
た
め

に
は
当
然
十
分
な
時
間
を
必
要
と
し
よ
う
。
ま
た
、
政
府
の
方
で
も
、
複

雑
な
政
策
決
定
を
立
法
化
す
る
た
め
に
は
比
較
的
長
い
時
間
を
必
要
と
す

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
常
会
が
長
期
化
し
、
そ
れ
が
限
り
な
く
「
通
年

会
期
制
」
に
接
近
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
に
検
討
す
る
臨
時
会
と
常
会

と
を
区
別
す
る
必
要
は
も
は
や
な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
臨
時
会
の
存
在

そ
の
も
の
が
疑
問
視
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
憲
法
は
大
統
領
に
臨
時
会
の
百
集
権
を
与
え
て
い
る
が
(
二
条
三

節
)
、
実
際
に
召
集
さ
れ
た
の
は
今
世
紀
初
め
ま
で
で
あ
り
、
第
二
次
大
戦

後
は
一
度
も
聞
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
封
。
ま
さ
に
そ
の
理
由
は
、
常
会

の
長
期
化
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

b

臨
時
会
(
印
巾
包
。
ロ
巾
同
昨
日
。

E
E白
山
司
巾
)
常
会
は
、
通
年
会
期
制
を

採
ら
な
い
か
ぎ
り
、
一
年
間
を
ま
る
ま
る
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
議
会
が
活
動
し
え
な
い
期
間
、
換
言
す
れ
ば
議
会
が
政
治
の

舞
台
か
ら
姿
を
消
さ
ざ
る
を
え
な
い
期
聞
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
聞
に
議
会
が
集
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
問
題
が

発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
を
想
定
し
て
、
多
く
の
国

の
憲
法
が
定
め
て
い
る
の
が
臨
時
会
制
度
で
あ
る
。

こ
の
臨
時
会
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
百
集
権
者
は
だ
れ
か
と
い

う
こ
と
と
、
そ
の
百
集
に
あ
た
り
議
会
自
身
は
ど
の
程
度
関
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
百
集
権
者
に
つ
い
て
は
、
執
行

府
、
す
な
わ
ち
国
家
元
首
ま
た
は
政
府
の
長
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
議
会
が
臨
時
に
集
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
を
最
も
よ
く
判

断
し
う
る
の
は
執
行
府
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
前
提
に
は
、
国
家
が
緊
急
に
決
定
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

が
何
で
あ
る
か
を
判
定
す
る
の
に
適
し
て
い
る
の
は
執
行
府
で
あ
る
と
の

考
え
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し

て
は
、
当
然
反
論
が
あ
り
う
る
。
主
権
者
で
あ
る
国
民
に
よ
っ
て
直
接
選

ば
れ
る
「
国
民
代
表
府
(
議
会
)
が
他
者
に
よ
る
召
集
を
ま
た
な
け
れ
ば

開
会
で
き
な
い
と
い
う
制
度
自
体
が
、
異
常
で
あ
る
L

と
い
う
見
解
で
あ

る
。
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
反
論
を
反
映
す
る
べ
く
、
多
く
の
憲
法
は
、
臨

時
会
の
召
集
に
あ
た
り
議
会
の
関
与
を
多
か
れ
少
な
か
れ
認
め
て
い
る
。

臨
時
会
召
集
の
発
議
権
を
議
長
に
与
え
て
い
る
憲
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
は

例
外
的
で
あ
る
(
イ
タ
リ
ア
憲
法
六
二
条
二
項
)
。
大
抵
の
場
合
一
定
数
の

議
員
が
召
集
を
要
求
し
う
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
国
に

よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
に
見
た
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
国

民
議
会
議
員
の
過
半
数
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
か
な
り
厳
し
い
要
件
で
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あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
議
会
少
数
派
が
臨
時
会
を
要
求
す
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
少
数
派
の
権
利
に
配
慮

し
て
い
る
憲
法
も
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
で
は
三
分
の
一
(
憲
法
六

二
条
二
項
)
、
ま
た
日
本
で
は
四
分
の
一
(
憲
法
五
三
条
)
で
足
り
る
と
さ

れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
臨
時
会
の
存
在
日
的
は
、
一
方
で
執
行
府
が
緊

急
に
必
要
と
考
え
る
国
家
的
な
意
思
決
定
を
行
う
た
め
に
、
他
方
で
議
会
、

と
く
に
そ
の
少
数
派
が
行
政
の
さ
ら
な
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
た
め
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
要
請
の
い
ず
れ
に
ウ
エ
イ
ト

を
置
い
て
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
臨
時
会
制
度
の
実
際
の
あ
り
ょ
う
も

違
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

ω小
括

本
章
で
は
、
会
期
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て

考
察
す
る
と
と
も
に
、
種
類
に
つ
い
て
は
常
会
と
臨
時
会
と
を
区
別
し
て

少
し
く
検
討
し
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
会
期
制

の
現
代
的
特
徴
を
整
理
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
会
期
制
に
つ
い
て
さ
ら
に

検
討
す
べ
き
論
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
現
代
的
特
徴
会
期
の
あ
り
ょ
う
の
現
代
的
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
第
一

に
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
そ
れ
が
長
期
化
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
長
期
化
の
態
様
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
の

タ
イ
プ
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
常
会
に
加
え
て
臨
時
会
を
利
用
す
る

タ
イ
プ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
日
本
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
第
二
は
、
端
的

に
通
年
会
期
制
を
用
い
る
か
、
あ
る
い
は
常
会
が
通
年
会
期
制
化
し
て
い

る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
臨
時
会
は
存
在
し
な
い
。
最
近
、

こ
の
タ
イ
プ
に
該
当
す
る
国
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
言

及
し
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
は
今
日
こ
の
傾
向
を
色
濃
く
呈

し
て
い
る
。
第
三
は
、
万
年
議
会
制
の
形
態
を
採
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
も
は
や
会
期
制
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
。
議
会
は
い
つ
で
も
集

会
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
今
世
紀
に
入
っ
て
、
多
く
の
国
の
議
会
で
会
期
の
長

期
化
が
進
展
し
た
結
果
、
毎
年
あ
る
時
期
に
百
集
さ
れ
て
短
期
間
審
議
を

行
う
機
関
と
い
う
議
会
に
対
す
る
伝
統
的
な
考
え
方
が
崩
れ
つ
つ
L

あ
る

こ
と
は
否
定
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
議
会
の
活
動
の
基
本

単
位
は
会
期
で
な
く
、
議
会
期
と
な
る
。
こ
れ
が
第
二
の
特
徴
と
し
て
指

摘
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
、
会
期
不
継
続
の
原
則
を

採
用
す
る
国
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
、
議
会
あ
る
い
は
議
院
の
役
職
者
が

議
会
期
を
単
位
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
現
れ
て
い
る
。

②
論
点
で
は
、
こ
の
よ
う
な
会
期
制
の
現
代
的
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
評

価
し
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
議
会
運
営
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
の
が
だ
れ
な
の
か
、
つ
ま
り
政
府
な
の
か
そ
れ
と
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も
議
会
自
身
な
の
か
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
政
府
で
あ
る
と
な
れ

ば
、
政
府
は
こ
の
長
期
化
し
た
議
会
を
利
用
し
て
反
対
党
の
障
害
を
の
り

こ
え
自
ら
の
政
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
効
果
的
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
議
会
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
政
府
に
対
す
る

議
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
よ
り
厳
し
い
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
い
ず
れ
の
あ
り
方
が
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
り
適

合
す
る
も
の
な
の
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
以
上
の

よ
う
な
議
会
運
営
に
お
け
る
政
府
と
議
会
の
力
関
係
を
確
定
す
る
た
め
に

は
、
大
統
領
制
か
議
院
内
閣
制
か
と
い
っ
た
政
治
制
度
の
あ
り
方
の
問
題

に
加
え
て
、
政
党
状
況
に
対
す
る
考
察
が
不
可
欠
と
な
る
。
と
く
に
議
院

内
閣
制
の
場
合
、
政
府
を
支
え
る
安
定
し
た
議
会
多
数
党
(
派
)
が
議
会

に
存
在
す
る
か
し
な
い
か
は
、
政
府
と
議
会
の
力
関
係
に
決
定
的
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
会
期
制
に
つ
い
て
分
析
し
、
評
価

を
下
す
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
論
点
や
要
因
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
是
非
と

も
必
要
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
わ
が
国
の
会
期
制
に
つ
い
て
、
そ
の
実
定
制
度
と
機
能
を

中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
1
)
己
ロ
-
0
3

一
口
広
召
出
ユ
巾

B
巾
ロ
仲
田
町
巾
温
戸
巾
印
可
同
ユ
巾

HHMgZ
仏
国
ロ
印
]
巾

冨
O
口内
F
H
V・d
・司
-
w
H
Uコ
・
℃
-

N
叶
C
2
∞-

(
2
)
F
E
-
-
℃
・
日
コ
'

(3)
冨
・
〉

EEl---w一
戸
司
同
ユ
巾
ヨ
巾
ロ

F
N
o
E
L
Y
C・
司
・
・
呂

g・
u-

]己]{

(
4
)
イ
ギ
リ
ス
の
会
期
制
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
松
橋
和
夫
寸
主
要
国

の
議
会
制
度
|
l
s
議
院
の
組
織
、
運
営
、
権
限
お
よ
び
立
法
手
続

等
を
中
心
と
し
て
|
|
|
(
そ
の
二
)
」
(
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
四
一
五

号
、
一
九
八
五
)
三
五
|
三
六
頁
参
照
。

(5)
』
-
C
H
h
C
C
M
W
H
A
-

ロ
g
x
n
oロ
印
円
山
吉
江
。
ロ
ロ
巾
]
忠
吉
丸
山
吉
色
。
ロ
∞

句。ロ門{門
H
E巾印
wγ
向。口定リ}】】
1
0
由
巳
巾
ロ
咽
]
{
申
∞
F
H
V
・
N
印叶・

(6)
司
・
戸
〉
Hhid呂
田

HN開
巳
〉
・
。
何
一
宮
円
出
国
土
戸
内
凶
印
吋

m
m
-
5
2

℃
白
ユ
巾

5
8門
出
{
円
巾
由
巾
己
吋
O
円

}mgm-
同
)-C・司・・

5
2・
匂
・
口
町
・

(
7
)
大
山
礼
子
「
会
期
制
度
」
(
読
売
新
聞
調
査
研
究
本
部
編
『
西
欧

の
議
会
』
、
読
売
新
聞
、
一
九
八
九
)
二
五
一
頁
。

(
8
)
d
E。ロ

E

Z
召
出
ユ
巾

B
巾
ロ
富
山
吋
少
。
℃
・

n
p
J
H
)
-
u
-
N叶
C
N
戸唱

山
、
前
掲
論
文
、
二
五
七
|
二
五
八
頁
。

(
9
)
(
U
F
・
口
開
∞
∞
〉

ω(い
出
・
]
∞
。
白
河
口
。

z・』・
1
冨

-
-
M
O
Z、
口
肘
岡
山

巾円

]
l
門
戸
周
目
(
い
わ
戸
同
)
円
。
一
昨
円
。
ロ
印
昨
日
一
戸
国
同
一
。
ロ
ロ
巾
]
巾
仲
山
口
由
民
同
己
巴
O
ロ凹

同

)
0
5
5
5印噂
N
o
m
p
w
開

S
E
E
-
n
p
E
g
-
H
】・ロ
ω
を
参
照
。

(
叩
)
〉
・

ω〉
Z
吋

ω(い
E
J
へw
回
、
巾
仏
『
。
一
仲
間
)
白
ユ
巾

B
m三
回
一
日
巾
ロ

ωロ山田印巾

巾
門
巾
ロ
〉
-
-
巾
円
出
血
肉
円
高

-zgnE帥丹巾
-
w
E∞
N
W

同
)
-
E・

大
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(
日
)
大
山
、
前
掲
論
文
、
二
五
七
頁
。

(
ロ
)
長
老
会
に
つ
い
て
は
、
比
較
立
法
過
程
研
究
会
編
『
議
会
に
お
け

る
立
法
過
程
の
比
較
法
的
研
究
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
八

O
)
一三

一
|
一
一
二
一
一
頁
(
阿
部
照
哉
執
筆
)
参
照
。

(
日
)
松
橋
、
前
掲
論
文
(
そ
の
四
・
完
)
(
『
レ
フ
ア
レ
ン
ス
』
四
一
七

号
、
一
九
八
五
)
七
一
七
二
頁
参
照
。

(
H
)
C
E
oロ
E
S弓
R
Z
E
g
g
-
2・
0
℃・円一昨
-w
℃・

Nご・

(日

)
g
E・岨匂
N

吋
∞
一
〉
富
岡
山
F
F開閉山唱。目
)
-
n
一昨唱匂
-HH。・

(日

)
C
E
oロ
E
Z召
R
Z
E
g
g
-
2・
。
七

-nx-w
℃℃
-N吋
HIN吋
N・

(
口
)
比
較
立
法
過
程
研
究
会
編
、
前
掲
書
、
一
四
九
頁
(
中
村
睦
男
執

筆
)
参
照
。

(
同
)
こ
れ
は
一
九
六
三
年
一
二
月
三

O
日
の
憲
法
改
正
に
よ
る
(
同

右
、
一
五

O
頁
)
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
期
制
に
つ
い
て
は
、
松

橋
、
前
掲
論
文
(
そ
の
一
二
)
(
『
レ
ブ
ア
レ
ン
ス
』
四
一
六
号
、
一
九

八
五
)
七
五
頁
参
照
。

(日

)ω
〉
Z
吋

ω(リ出
J

戸

ou・円一昨
w

℃匂
-
E
l
g
-
な
お
、
次
の
表

(
C
E
Oロ

E
z
q
R
Z
B
g
g弓
p
o
u
-
n
F
U
-
N叶
N)
を
参
照
せ
よ
。

数

1 
2 
3以上

の

ヮ“白
u
ι
u

一phu

q九
υ

T

1

4

F

h

d

国常会の数

(
却
)
大
山
、
前
掲
論
文
、
二
五
三
頁
。

(
担
)
向
上
、
二
五
六
頁
。
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
の
会
期
制
に
つ
い
て
は
、

他
に
松
橋
、
前
掲
論
文
(
そ
の
一
)
(
『
レ
フ
ア
レ
ン
ス
』
四
一
四
号
、

一
九
八
五
)
六
四
l
六
五
頁
参
照
。

(幻

)
C
E。ロ

E
Z召
R
Z
B
m
D
g
-
2・。℃・口一昨
-
w
U
-
N
3・

(
幻
)
杉
原
泰
雄
『
憲
法
H

統
治
の
機
構
』
(
有
斐
閣
、
一
九
八
九
)

二
八
七
頁
。

(M)
大
山
、
前
掲
論
文
、
二
五
七
頁
。
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U ne Etude sur les Sessions Parlementaires (1) 

N obuhiro OKADA' 

Comment les assemblees parlementaires se reunissent-elles et pour 

quelle duree? Ces questions m吾ritentd'etre posees， car le role du 

Parlement et sa place dans la vi巴politiquedependent， dans une tres large 

mesure， des reponses qu' on leur donne. V oila pourquoi le probleme des 

sessions parlementaires est tres important. 

L'objet d巴 cetteetude est d'eclairer les caract吾ristiquesdu regime 

des sessions parlementaires au ]apon dans une perspective comparative. 

Nous aborderons， d'abord， 1モtudecomparative sur les sessions parlemen. 
taires dans ce numero. 

'Professeur adjoint a l'Universit邑deMeiji Gakuin 
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